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「医療非常事態宣言」の解除及び「医療特別警報」への切り替えに伴う 

県立学校の対応について（通知） 

 新型コロナウイルス感染症については、確保病床使用率が８月６日に 50％を超え、21 日には

68.1％まで上昇しましたが、９月６日に 50％を下回り、昨日時点で 39.4％まで低下し、医療機関

や高齢者施設における集団的な感染も減少傾向にあります。 

県は、医療提供体制が一時の危機的な状況を乗り越えたことから、本日「医療非常事態宣言」を

解除し、「医療特別警報」に切り替えるとともに、木曽圏域を除く９圏域（佐久、上田、諏訪、上伊

那、南信州、松本、北アルプス、長野、北信）の感染警戒レベルを「５」、木曽圏域の感染警戒レベ

ルを「２」に引き下げました。 

つきましては、当分の間、ガイドラインに定める感染警戒レベルの対策に関わらず、下記のとお

り感染防止対策を実施してください。 

                     記 
 感染警戒レベル５の圏域の感染防止対策 

各教科等 ・感染リスクの高い活動（※）の実施は慎重に検討する。 

行 事 
・感染防止対策を講じた上で可能な限り実施する。感染拡大防止のための措置を

講じても、安全な実施が困難な場合は、中止又は延期する。 

部活動 

・感染リスクの高い活動（※）の実施は慎重に検討する。 

・１日の活動時間の短縮（２時間程度）を検討する。 

・学校独自の練習試合、合宿等を行う場合には、特に感染防止対策を徹底する。 

・部活動前後の感染防止対策を徹底する。 

感染警戒レベル４の圏域の感染防止対策 

各教科等 

部活動 
感染リスクの高い活動（※）の実施は慎重に検討する。 

行 事 
感染防止対策を講じた上で可能な限り実施する。感染拡大防止のための措置を講じ

ても、安全な実施が困難な場合は、中止又は延期する。 

感染警戒レベル３以下の圏域の感染防止対策 

各教科等 

部活動 
感染防止対策を講じた上で実施する。 

行 事 
感染防止対策を講じた上で可能な限り実施する。感染拡大防止のための措置を講じ

ても、安全な実施が困難な場合は、中止又は延期する。 

※感染リスクの高い活動（例） 

・各教科等に共通する活動として、児童生徒が長時間近距離で対面形式となるグループワークや、

近距離で一斉に大きな声で話す活動 

・音楽における、室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽

器演奏 

・家庭、技術・家庭における、児童生徒同士が近距離で活動する調理実習 

・体育、保健体育、部活動における、児童生徒が密集する運動や近距離で組み合ったり、接触し

たりする運動 
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